
第１回 全国都市緑化仙台フェア基本構想懇談会 

 

日時 令和２年５月27日（水） 

   （書面開催） 

                   

次 第 

１ 開会 

 

２ 座長選出 

 

３ 副座長指名 

 

４ 議事 

(1) 懇談会の運営に関する事項について 

(2) 全国都市緑化フェアの概要について 

(3) 全国都市緑化仙台フェアの開催誘致について 

(4) 本市における緑化行政のあゆみについて 

(5) 百年の杜づくりの取り組み状況について 

(6) 全国都市緑化仙台フェアの開催理念（案）について 

(7) その他 

 

５ 閉会 
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全国都市緑化仙台フェア基本構想懇談会設置要綱 

 

（令和２年３月２５日市長決裁） 

 

（設置） 

第１条 （仮称）全国都市緑化仙台フェアの開催に関する基本構想（以下「基本構想」とい

う。）を策定するに当たり，有識者等の意見を反映させるため，「全国都市緑化仙台フェア

基本構想懇談会」（以下「懇談会」という。）を設置する。 

 

（協議事項） 

第２条 懇談会は，基本構想の策定に関することについて，協議するものとする。 

 

（組織） 

第３条 懇談会は，委員 15 人以内をもって組織する。 

２ 委員は，学識経験者，緑化に関する活動を行う団体の構成員その他市長が必要と認める

者のうちから，市長が委嘱し、又は任命する。 

３ 委員の任期は，委嘱又は任命の日から懇談会の解散の日までとする。 

 

（座長及び副座長） 

第４条 懇談会に座長及び副座長を置く。 

２ 座長は，委員の互選によって定め，副座長は，座長の指名する者をもって充てる。 

３ 座長は，会務を総理し，懇談会を代表する。  

４ 副座長は，座長を補佐し，座長に事故があるときは，その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 座長は，懇談会の会議を招集し，その議長となる。 

２ 懇談会は，委員の過半数が出席しなければ，会議を開くことができない。 

 

 （資料提出その他の協力） 

第６条 懇談会は，必要があると認めるときは，会議に関係者の出席を求め，その意見若し

くは説明を聴き，又は資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。 

 

（解散） 

第７条 懇談会は，その任務を終了したときに解散するものとする。 
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（庶務） 

第８条 懇談会の庶務は，建設局百年の杜推進部百年の杜推進課において処理する。 

 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか，懇談会の運営に関し必要な事項は，座長が懇談会に

諮って定める。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は，令和２年４月１日から実施する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は，懇談会の解散の日限り，その効力を失う。 



全国都市緑化仙台フェア基本構想策定懇談会の運営について（案） 

 

１ 会議の公開について 

(1) 公開・非公開について 

会議は原則として公開する。ただし、次の場合には、座長が委員に諮り、非

公開とすることができる。 

ア 個人に関する情報で特定の個人を識別しうるものを扱う場合 

イ 政策形成過程における情報で、公開することにより、事務事業の適正な

執行に支障が生じるおそれがある情報を扱う場合 

ウ その他非公開とすることに相当の理由がある場合 

非公開と定めた場合は、その理由を明確にするものとする。 

(2) 公開方法について 

公開は会議の傍聴を認めることにより行う。 

(3) 傍聴者の遵守事項について 

公正かつ円滑な会議の運営を確保するため、傍聴に係る遵守事項を別紙のと

おり定める。傍聴人は遵守事項を守らなければならない。 

危険物を所持している者、酒気を帯びている者、その他座長が会場内の秩序

の維持に支障を及ぼすおそれがあると認める者は、会議を傍聴することができ

ない。 

 

２ 議事概要の作成について 

(1) 議事概要は、事務局である仙台市建設局百年の杜推進部百年の杜推進課で作

成する。 

(2) 議事概要には次の事項を記載する。 

ア 開催年月日、開会及び閉会時間 

イ 出席委員の氏名 

ウ 説明のために出席した市職員の職氏名 

エ 議事の経過 

オ その他必要な事項 

(3) 議事概要には座長及び座長が指名した委員１名が署名する。 

(4) 書面開催の場合は委員意見概要を作成し、議事概要に替えるものとする。 
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会議の傍聴に際し、守っていただきたい事項 

全国都市緑化仙台フェア基本構想策定懇談会 

会議の円滑な運営を図るため、会場では以下の事項を守ってください。 

１ 会議中は静かに傍聴し、拍手をしたり発言をするなど会議の進行を

妨げるような行為をしないこと 

２ 鉢巻きや腕章の類をするなど、示威的な行為をしないこと 

３ 飲食または喫煙をしないこと 

４ 写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、会議の同意を得

た場合はこの限りではない。 

５ 他の傍聴人の迷惑になるような行為を行わないこと 

６ その他、会場の秩序を乱し、または会議を妨害するような行為をし

ないこと 

７ 係員から指示があった場合は、速やかに従うこと 

※ 以上の事項に違反した場合は、退場していただく場合があります。 
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全国都市緑化フェアの概要 



 



 



 



 

 

 

 

全国都市緑化フェアの開催誘致について 
 

 

１ 本市における開催に向けて 

本市における全国都市緑化フェアの開催は、緑豊かな潤いのある都市づくりに寄与するだ

けでなく、東日本大震災の復興から次なる時代に向けた新たなまちづくりを進める、「杜の都・

仙台」を発信する絶好の機会であるとともに、交流人口の拡大や都市ブランドの向上、それ

に伴う経済波及効果など多くの効果が期待されるものである。 

杜の都の環境をつくる条例の制定５０周年という節目の年にあたる令和５年度の開催を目

指し、基本構想策定の取り組みを進める。 

 

 

２ 本市にて開催する場合の想定条件 

開催時期：令和５年４月下旬から６月上旬（今後精査予定） 

会場  ：青葉山公園追廻地区、西公園南側地区、広瀬川を拠点会場とし、都心部の公園

の活用も想定する。 

      

※ 想定する会場周辺図は別図のとおり 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

令和２年度 

 ５月    第１回懇談会 

 ７月    第２回懇談会（基本構想骨子） 

 ９月    第３回懇談会（基本構想中間案） 

 10 月    パブリックコメント 

 11 月       第４回懇談会（基本構想最終案） 

 12 月    国土交通省との協議 

 

～以降は仙台開催について国から同意が得られた場合の予定～ 

         基本計画策定検討会設置 

 

令和３年度  実行委員会設置、実施計画策定、会場基盤整備 

 

令和４年度  行催事等調整、会場整備 

 

令和５年度  全国都市緑化仙台フェア開催 
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全国都市緑化仙台フェア 会場設定イメージ 

 

 

１ メイン会場 

  青葉山公園（追廻地区）、西公園南側地区、広瀬川 

 

２ サブ会場・スポット会場 

  勾当台公園、定禅寺通・青葉通 等 

   東北の玄関口である都心部からメイン会場までの賑わいの連続性を生み出すため、

周辺の公園におけるサブ会場や街路におけるスポット会場を設定することも検討 

 

３ その他会場 

  高砂中央公園、海岸公園 等 

震災からの復興、防災力の高いまちづくりの発信についての観点から、津波被害を受

けた東部エリアとも関連させたイベント等の開催も検討  

 

＜メイン会場＞ 仙台駅前 

ペデストリアン 

デッキ 

勾当台公園 

錦町公園 

⻄公園 

⻘葉⼭公園 

広瀬川 
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仙台駅前からメイン会場へかけての都心エリアにお

いては、周辺の公園・広場や街路空間を活用するこ

とにより周遊性を創出する 



 

本市における緑化行政のあゆみ 

 

 江戸時代  仙台藩祖伊達政宗公が武家屋敷への植樹を奨励。これによりできた屋敷林が
森のように城下町を覆うようになる 

明治  8 (1875) 桜ケ岡公園（西公園）が開園 

明治42 (1909) 観光案内書「仙臺松島塩釜遊覧の栞」に「森の都」の表記がされる 

昭和20 (1945) 仙台空襲により市街地のみどりが焼失 

昭和21 (1946) 戦災復興事業として都市計画街路及び公園の建設計画が決定される 

昭和25 (1950) 街路樹の植栽を開始（青葉通ケヤキ：昭和 25 年～、定禅寺通ケヤキ：昭和 33
年～） 

昭和28 (1953) 青葉山公園が開園 

昭和37 (1962) 仙台市が「健康都市宣言」を発表。梅田川の浄化活動が進展 

昭和39 (1964) 児童公園愛護協力会（現在の公園愛護協力会）が結成 

昭和46 (1971) 市民投票においてケヤキが市木に選定される 

昭和48 (1973) 「杜の都の環境をつくる条例」を制定。その前文にて「杜の都」が公式表記と
なる 

昭和49 (1974) 「広瀬川の清流を守る条例」を制定 

昭和50 (1975) 「杜の都の環境をつくる条例」に基づき保存緑地、保存樹林、保存樹木を指定 

昭和54 (1979) 昭和 53 年の宮城県沖地震発生によるブロック塀倒壊を受けて、生け垣づくり
に対する支援制度を開始 

平成  1 (1989) 仙台市が政令指定都市となる 

全国都市緑化仙台フェア（'89 グリーンフェアせんだい）を開催 

平成 9 (1997) 「仙台グリーンプラン 21」を策定 

平成11 (1999) 「仙台グリーンプラン 21」のアクションプランとして「百年の杜づくり行動
計画」を策定 

平成18 (2006) 「杜の都の環境をつくる条例」を改定 

平成23 (2011) 東日本大震災の津波により東部地域の海岸林や海岸公園のみどり、居久根が
失われる 

平成25 (2013) 「ふるさとの杜再生プロジェクト」により海岸林の植樹を開始 

 

平成30 (2018) 海岸公園の全面利用を再開 
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建設局 百年の杜推進部 百年の杜推進課
1
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「百年の杜」将来像の実現に向け，各基本方針に係る施策のうち，
計画期間内に重点的に実施する重要かつ緊急性の高い分野。

各プロジェクトには成果目標を設定。定期的に進⾏管理を実施。

基
本
方
針
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
関
係

基本方針と百年の杜づくりプロジェクト

＜百年の杜づくりプロジェクト＞＜「仙台市みどりの基本計画」の基本方針＞

２みどりの骨格充実プロジェクト

４魅⼒ある公園づくりプロジェクト

６「百年の杜」ｼﾝﾎﾞﾙｴﾘｱ形成プロジェクト

５みどりの地域資源活用プロジェクト

７市⺠主体のみどりのまちづくりプロジェクト

Ⅰ安全・安心のまちづくり １みどりによる津波防災プロジェクト

Ⅱ自然環境の保全・再生

Ⅳ仙台らしさを育む

Ⅲ生活環境の向上

Ⅴ市⺠協働の推進

３街のみどり充実プロジェクト

基本方針について仙台市みどりの基本計画

2



2

①みどりによる津波防災プロジェクト
東日本大震災で被害を受けた東部地域のみどりについて津波防災機能を向上さ

せ、復興のシンボルとして再生を目指します。

主な施策・事業
○海岸公園再整備事業 ○避難の丘等の整備 ○ふるさとの杜再生プロジェクト
○屋敷林（居久根）の再生・創出 など

岡田地区完成状況 荒浜地区完成状況

【海岸公園再整備事業】

3

仙台市みどりの基本計画

避難の丘完成

【屋敷林（居久根）の再生・創出 】

津波被害を受けた居久根 居久根の植樹

4

【ふるさとの杜再生プロジェクト】

市⺠植樹（岡田地区）

育樹会（荒浜地区）



適正な樹林地管理等によるみどりの骨格の充実や市街化区域内にある樹林地の
保全等により、生態系ネットワークの形成を進めます

主な施策・事業
○法制度による樹林地の保全 ○生物多様性保全推進事業
○自然環境を生かした公園緑地などの整備と維持管理 など

5特別緑地保全地区（枡江地区） 特別緑地保全地区（蕃⼭地区、郷六地区）

【法制度による樹林地の保全 】

②みどりの骨格充実プロジェクト
仙台市みどりの基本計画

市有林の除間伐太白⼭

【与兵衛沼公園整備事業】

【太白⼭ふれあいの森事業】 【生物多様性保全推進事業】 【市有林造林育林事業】

【⻫勝沼緑地整備事業】

6



公共緑地や⺠有地の様々な場所で、質の高いみどりを創出します。

主な施策・事業
○条例に基づく緑化の推進（緑化計画認定制度）
○地区計画制度による緑化の推進
○各種緑化助成（生垣づくり助成、緑化木植栽助成事業）
○コミュニティガーデンづくり など

7緑化計画（仙台トラストシティ）

【条例に基づく緑化の推進】 【コミュニティガーデンづくり】

花壇づくり助成

③街のみどりの充実プロジェクト
仙台市みどりの基本計画

建築物緑化助成（電⼒ビル） 建築物緑化助成（ホテルメトロポリタン仙台）

街かど緑化助成生垣づくり助成

【各種緑化助成】
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市⺠ニーズに応じた公園整備と管理運営を進めます。

主な施策・事業
○身近な公園整備・再整備事業 ○仙台市公園マネジメント方針の策定
○特色のある公園緑地の整備・再整備（高砂中央公園など）
○公園施設の⻑寿命化計画の策定 など

9

【身近な公園整備・再整備事業】

④魅⼒ある公園づくりプロジェクト
仙台市みどりの基本計画

あすと⻑町中央公園荒井東1号公園 卸町公園

【仙台市公園マネジメント方針の策定】

仙台市公園マネジメント方針
「公園マネジメント」という視点から、「整備・再整備」、「維持管理」、「運営管理」
に関するこれまでの公園のあり方を⾒直し、新たな時代に対応した公園づくりを進
めるための指針。

10



歴史的・⽂化的資源と調和するみどりや屋敷林（居久根）・社寺林等を保全・
活用するとともに、これらみどりの地域資源の魅⼒を発信します。

主な施策・事業
○⻘葉⼭公園整備 ○大年寺⼭公園整備 ○保存樹林・保存樹木の指定
○屋敷林（居久根）・鎮守の杜の保全・再生 ○地域資源の魅⼒発信 など

11

国史跡指定地区（本丸広場）
（仙台城⾒聞館と⼤広間遺構表⽰）

【⻘葉⼭公園整備事業】

⑤みどりの地域資源活用プロジェクト
仙台市みどりの基本計画

【保存樹木・保存樹林の指定】

銀杏町のいちょう 日辺の屋敷林

12

【みどりの通信誌】

せんだい百杜通信 ふるさとの杜再生プロジェクトFacebook



中心市街地の緑化及び広瀬川沿いの拠点となる公園の整備により、「百年の杜」
のシンボルエリアを形成します。

主な施策・事業
○⻄公園再整備 ○大年寺⼭公園整備 ○広瀬川創生プランの推進
○⻘葉通再整備 ○建築物緑化助成 など

13

【⻄公園再整備事業】

⑥「百年の杜」シンボルエリア形成プロジェクト
仙台市みどりの基本計画

お花⾒広場 SL(C60)広場

【⻘葉通再整備事業】 【花の修景事業】

【広瀬川創生プランの推進】【⻘葉⼭公園整備事業】

14広瀬川で遊ぼう国際センター地区



みどりの活動への市⺠参加の促進と市⺠・市⺠活動団体・事業者が主体となる活動
の⽀援を⾏います。

主な施策・事業
○市⺠による「１００万本の森づくり」 ○広瀬川１万人プロジェクト
○緑の活動団体の認定と⽀援 ○企業の緑の社会的責任活動との連携 など

15

【公園愛護協⼒会の⽀援】

⑦市⺠主体のみどりのまちづくりプロジェクト
仙台市みどりの基本計画

【広瀬川１万人プロジェクト】

百年の杜づくりフォーラム新緑祭

【みどりのイベント開催】

【⼦供の自然体験学習林事業】【企業の緑の社会的責任活動との連携】

16
百年の杜づくり推進基⾦への寄付(NTT) 枡江小学校



全国都市緑化仙台フェア 基本構想想定記載項目 

 

１．全国都市緑化フェアについて 

（１） 他都市事例 

（２） 動向 

２．全国都市緑化仙台フェアの開催に向けて 

（１）開催の背景とこれまでのあゆみ 

（２）仙台における開催の意義 

３． 全国都市緑化仙台フェア開催の基本理念、基本方針 

（１）基本理念 

（２）基本方針 

４． 全国都市緑化仙台フェア開催の基本事項 

（１）主催者 

（２）開催期間 

（３）会場構成、コンセプト 

（４）事業計画（展示、行催事、会場運営、広報、協働推進など） 

（５）事業推進計画（推進体制、スケジュール） 

第 1 回懇談会
2020.5.27   
資料７ 



全国都市緑化仙台フェアの開催理念（案）について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 回懇談会
2020.5.27   
資料８ 

  
「挑戦を続ける、新たな杜の都へ」 ～”The Greenest City”～ 

〇杜の恵みと共に暮らすまちへ 

〇多様性が社会を動かすまちへ 

〇学びと実践の機会があふれるまちへ 

〇創造性と可能性が開くまちへ 

 
〇みどりと賢くつきあうまち（自然が息づく、災害をいなすみどり） 

〇みどりで選ばれるまち  （人、企業を惹きつけるみどり、世界に注目されるみどり） 

〇みどりを誇りとするまち （市民文化が彩る、多様性を支えるみどり） 

〇みどりと暮らすまち   （心身の安寧をつくる、創造を生む学びのみどり） 

〇みどりを大切にするまち （生活環境を維持する、多様な主体が関わるみどり） 

  
「緑豊かなまちづくり」 

～窓辺に花を・くらしに緑を・街に緑を・あしたの緑をいまつくろう～ 

 〇 市民や事業者とともに次世代へと続く「百年の杜」のまちづくりを進めるため、「杜の

都・仙台」のみどりの素晴らしさ大切さについて、学び気づき見つめなおす機会としま

す。 

 〇 長い歴史や市民とともに育まれてきたみどりが人や企業を惹きつけ、新たな交流やさら

なる都市活力を生み出すまちづくりを進めるため、日常生活や余暇にみどりを積極的に取

り入れた仙台ならではの生活スタイルを提案するとともに、「杜の都・仙台」の魅力を国内

外へ向けて発信します。 

 〇 自然と調和した持続可能なまちづくりを進めるため、防災・減災、地球温暖化防止、保

水、癒しなどみどりが持つ多様な機能に着目し、未来へ向けその可能性をさらに広げるグ

リーンインフラの普及を進めます。 

全国都市緑化仙台フェア 開催理念（案） 

全国都市緑化フェア 全国共通テーマ 

次期 仙台市総合計画 目指す都市の姿（令和２年３月 総合計画審議会資料より抜粋） 

次期 仙台市緑の基本計画 基本方針（令和２年３月 杜の都の環境をつくる審議会資料より抜粋） 

１ 次世代へと続く新たな「百年の杜」づくり 

現在の「杜の都・仙台」のみどりは、戦災復興の中で整備さ

れた街路樹や都市公園によりその骨格が形作られ、その後、

「自然との調和ある環境の創造」を理念として掲げた「杜の都

の環境をつくる条例」（昭和 48 年・1973 年制定）及び「広瀬川

の清流を守る条例」制定（昭和 49 年・1974 年制定）のもと、

みどり豊かな自然環境と風格のある都市空間がともに育まれて

きた。 

これらの条例制定から 50 年が経過する令和５年度の緑化フ

ェアの開催を機に、みどりの多様な機能に着目したグリーンイ

ンフラの考えを市民・事業者と共有しながら、次世代へと続く

新たな「百年の杜」づくりを推進する。 

 

２ 市民がみどりと親しむ仙台スタイルの発見 

緑化フェアのメイン会場となる、青葉山公園、西公園、広瀬

川、そこへとつながる青葉通および定禅寺通の並木は、長い歴

史の中で構築されてきた市民に親しまれてきた「杜の都・仙

台」のシンボルであり、良質なグリーンインフラでもある。 

緑化フェアの開催により、こうした本市の魅力を世界に誇れ

る杜の都ブランドとして国内外へと発信するとともに、人々が

集い憩う景勝地を初めて「公園」と定めた太政官布達から 150

周年となる令和５年度を、公園や街路樹をはじめとした様々な

みどりの価値や機能を再認識する契機とし、次世代を担う子ど

もをはじめとした幅広い世代の市民が暮らしの中でみどりに親

しみ憩う、仙台ならではの生活スタイルの発見を目指す。 

 

３ 東日本大震災からの復興と防災の杜づくりの継承 

東日本大震災における東部地域の津波被害は甚大なものであ

ったが、かさ上げ道路の整備や海岸公園の復旧とともにみどり

の再生を進め、まさにグリーンインフラを取り入れた多重防御

による防災機能を高めてきた。 

本市での全国都市緑化フェア開催は、東日本大震災被災地で

の初の開催でもあり、市民と一体となって取り組んだ東部地域

の復興のあゆみそして自然を活かした防災力の高いまちづくり

を国内外へと発信するとともに、防災の杜を育む取り組みの継

承に向けた一歩とする。 

全国都市緑化仙台フェアの開催意義 

S26 年の青葉通での植樹 

（出典:杜の都仙台の街路樹） 

GREEN LOOP SENDAI 

（出典：仙台市広報課） 

仙台市東部沿岸地域での市民植樹 


